
相続開始後の物納コンサルティング業務の流れ

相続開始

相続税申告依頼（税理士・会計士）

物納コンサルティング業務委託契約の締結

不動産物件調査、物納候補地選定、確定測量実施状況の確認

相続財産確認と概算相続税額の把握
遺産分割協議・遺言内容確認

金銭納付困難理由書の検討（物納許可限度額の把握）

物納条件整備（測量進行、越境解消、書面整備等）
申請物件毎の物納損益分岐点の検証

納税計画の立案 現金納付
延納申請　※特定物納/申請期限から10年以内（延納から物納へ変更可能）

物納申請物件、売却納税物件、納税除外物件の確定
物納手続関係書類の作成
相続税申告書、物納申請書、物納手続関係書類の提出 提出期限延長申請

金銭納付困難理由書+物納関係書類の審査

補完通知指示がある場合の対応（提出書面の修正/追加書類の提出） 補完期限延長届出書

財務局との申請物件の現地立会(申告税理士+土地家屋調査士+条件整備会社)
提出書類の訂正・不足書類の提出 物納手続関係書類/補完期限延長届出書

補完通知書対応（書面に夜軽微な条件整備内容の場合）
措置通知書対応（現実的な整備が必要な場合）

物納許可 条件付許可 物納却下

収納許可手続き 物納再申請（1回のみ/1物件）
延納申請

※物納撤回期間 ※物納許可取消し

更生の請求（4ヶ月以内）
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※物納撤回期間：賃借権負担付土地等の不動産につき、一定要件を満たす場合に物納許可から1年以内物納を撤回できる期間

※条件付許可：物納した不動産から土壌汚染が発見され、その浄化ができない場合などは物納許可から5年以内の許可取消し可能性がある。


